
　前ページ記載の通り、県内各地の労働基準協会の連絡会が開催され、各協会の課題や活動状況の報告
を行いました。 同じ日の午後に「福島労働局」において県内の労働災害防止団体の連絡会が開催され、労

　４月になり、新年度を迎えました。今年は暖かく、桜の開花も例年に比べて１週間以上早く、事務所の窓から見 働局から労働行政運営方針の説明を受けました。福島労働局の行政運営方針は各事業場の安全衛生活動
える桜もほぼ満開となりました。いい雰囲気で新年を迎えることができます。 を推進する上で、基本的な指針になりますので、自社に関連ある個所を読んでご確認ください。
　コロナ感染の解消を２，３年言い続けてきましたが、今年が最後になりそうです。そうなることを期待しています。

　新年度を迎え、改めて会員事業場のみなさんのご協力をお願いいたします。 Ⅰ．労働行政を取り巻く情勢
　　 　　　１．「雇用をめぐる動向」　有効求人倍率は１．４２倍と前年に比べ０．１４ポイント増。全国平均を上回る。

　　　２．「労働条件をめぐる動向：相談事項等」　基準法違反件数473件（建設業37％、運輸交通業15％）
　福島県の年平均労働時間 1,747H (全国平均1,633H)

　県内には労働基準協会が九つあります。福島・郡山・いわき・会津・白河・須賀川・喜多方・相馬の地域別の８ 　労働災害の状況：令和４年はやや増加。（下記 Ⅳ参照）
協会に、「福島県」労働基準協会を加えて９つです。これらの協会は年に２回連絡会を開催し、協会運営の問題 　　　３．「東日本大震災からの復興に向けた現状と課題」として、復興に向けた動きと課題。
点や課題などを協議しています。 ①避難区域の状況　②県民の避難状況　③インフラ整備　④原発廃炉への現状 ⑤中間貯蔵施設

  ＜インボイス制度　説明会＞ Ⅱ．労働行政の最重点施策
　３月の連絡会では「実績報告」と「事業計画」に加えて、令和５年１０月からスタートする「インボイス制度」につい 　　　１．新型コロナウイルス感染症の雇用への影響と施策
て、講師をお招きして話をお聞きしました。 　（１）：最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援（生産性向上企業へ支援）
　（　「インボイス」とは取引に際し、消費税等の適用税率を相手に知らせる「納品書」や「請求書」のことです　） 　（２）：個人のキャリア形成の促進（地域ニーズと公的職業訓練他）
　会員事業場のみなさんも準備を進めていると思いますが、　須賀川労働基準協会でも税務署の説明会などに 　　　２．魅力ある職場づくりの推進
も参加し勉強しています。今回、講師から指摘のあった基礎の部分を抽出してみます。 　（１）：働き方改革の推進（長時間労働の是正、同一賃金、ハラスメント）

　（２）：若者の就職・定着、支援（正社員転換、若者の職場定着）
１．まず、インボイス制度の全体像を理解する　 　（３）：女性の活躍推進法及び男女雇用機会均等法（男性の育児休暇）
２．自社が「適格請求書発行事業者」の登録をしているかどうか、確認する。 　　　３．東日本大震災からの復興支援
３．取引先の登録状況を確認する。 　（１）：復旧復興に従事する労働者の労働条件確保安全健康対策
４．自社発行の帳票を確認する　（見積書・注文書・納品書・請求書・領収書　など） 　（２）：帰還者・移住者の就労支援
５．納品書　と　請求書　のどちらをインボイスにするか決める

６．請求書の様式を確認すること（　請求書の明細行　税抜き表示　か　税込み表示　か） Ⅲ．労働行政の重点施策
　　　労働基準担当部署の重点施策
　　　　（１）：労働条件の確保・改善対策

① 基本的労働条件の確立
② 裁量労働制の適正な運用
③ 未払い賃金等の問題解決（相談件数多い）

　　　　（２）：第１４次中期計画を踏まえ、労働者が安全で健康的に働く環境整備
　毎月の資料送付でお送りしている「福島労働基準」や当協会のホームページの「福島労働局メールマガジン」 ① 事業者の自発的安全衛生対策のための環境整備
で、法令の改正や助成金等の制度に関する情報を提供しています。詳細はそちらをご確認いただきたいのです ② 労働者の作業行動に起因する労働災害防止
が、ここではいくつかチェックすべき項目だけを紹介します。 ③ 高齢労働者・外国人労働者の労働災害防止
　 ④ 業種別労働災害防止対策

１．令和５年４月１日から中小企業でも、月６０時間以上の残業割り増し率が50％になります。 　　　　　　　　　ア．陸上貨物運送業　　⇒　　昇降設備の設置・保護帽の使用範囲を積載量２トン以上へ拡大
２．賃金の「デジタル支払い」が可能になります。 　　　　　　　　　イ．建設業　　⇒　　墜落・転落防止措置のため、一側足場の使用範囲の明確化。足場点検者。
３．緊急雇用安定助成金について　：　期限は３月３１日。申請期限は５月３１日。 　　　　　　　　　ウ．製造業　　⇒　　機械に起因するはさまれ、巻き込まれ対策のためリスクアセスメントの実施。

　　　　　　　　　エ．林業　　   ⇒　関係団体と連携し、チェーンソー使用のガイドラインに基づく指導。
　　　　　　　　　オ．第三次産業　　 　⇒　事故件数大幅に増加している。リスクアセスメント推進。表彰制度活用
　　　　　　　⑤ メンタルヘルス対策と健康管理対策の推進　　　
　　　　　　　⑥ 産業保健活動の推進　（福島産業保健総合支援センターとの連携で、研修・周知啓発）
　　　　　　　⑦ 新たな「化学物質規制」の周知、石綿ばく露対策の徹底
　　　　（４）：労災補償対策の推進

４月１１日　令和４年度　会計監査 　　４月１４日　新入社員講習 　　　　　　　　　①迅速・公正な処理　懇切・丁寧な対応　②廃炉作業者・除染作業者へ労災制度の周知

４月１８日　理事会 　　４月２０日　フルハーネス講習

５月２３日　福島県労働基準協会　総会 　　５月１８日　玉掛技能講習（１８,１９,２１日） Ⅳ．令和４年の福島県内の労働災害発生状況（コロナ感染分は除く）
５月２５日　令和５年度　総会 　　５月２９日　職長教育（29,30日） 　　　　　　　①　死傷災害　　２，１００人　　　前年比　+ ９人
６月  ９日　 安全週間実施説明会 　　６月１４日　安全管理者選任時講習（１４,１５日） 　　　　　　　②　死亡災害　　　　　２１人　　　前年比　+ ５人

　　　　　　　　　　　　　　　（建設業１１名　製造業４名、第三次産業５名、運輸交通業１名）
参考：令和５年度の　「安全衛生標語」　募集は５月から行います。

＜協会の全体的な活動＞ 　　＜教育講習＞

【福島労働局からの情報】　　　　　　　　

【県内の労働基準協会の連絡会開催】 　３月２７日

【法令や制度の変更】 　　　

【今後の協会活動の予定】 　

詳しくは須賀川労働基準協会のHP (右URL) からご覧ください。    

スペースの関係で、大部分 表題のみ紹介いたします。

　　なお、須賀川労働基準協会の適格請求書発行事業者登録番号は 『T4380005005399』 です。

協会の HP もご覧ください


